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川崎区役所では、企業と連携した外国人労働者の受入れに関する環境整備のモデル事業として、令

和８年８月１８日（火）から「就労者のための日本語講座」をオンライン（各期初回・最終回は対面実施）で

実施します。 

 川崎区には、令和８年５月末時点で２２,４００人の外国籍住民が居住(人口比９.５％)しており、本講

座は、今後、外国人材の育成・確保を目的とした国の育成就労制度の活用が進むことによって、生活支

援や日本語教育を要する外国人がより一層増加すると想定されることから、市内の事業所で働く外国

人従業員を対象に試行的に実施するものです。 

 

１ 日程 

第１期：令和８年８月１８日（火）～令和８年１０月１５日（木） 全１７回・３４時間 

第２期：令和８年１０月２０日（火）～令和８年１２月１７日（木） 全１７回・３４時間 

第３期：令和９年１月１２日（火）～令和９年３月１１日（木） 全１６回・３２時間 

いずれの期も毎週火曜・木曜（祝日を除く）、１８：３０～２０：３０の開催、原則として全回参加していただきま

す。１期だけでも参加可能ですが、全期受講できる方を優先します。 

 

 

２ 内容 

 令和９年４月施行予定の育成就労制度では、育成就労外国人を雇用する企業に、Ａ２※１（Ｎ４※２）レ

ベルを目指した日本語講習１００時間（Ａ２目標講習）を行うことが義務付けられます。 

 本講座は、国が作成するＡ２目標講習のモデルカリキュラムの考え方に対応した内容で、就労現

場で必要なコミュニケーションを実践的に習得することができるように実施します。 

 カリキュラムの内容や効果、運営方法等について実証するため、受講者や受入れ企業の担当者の

方には、ヒアリングやアンケート調査に御協力いただきます。 

 

 

 

 

 

 

３ 実施形式 

オンライン（各期初回・最終回は対面実施、会場は川崎市教育文化会館） 

 

４ 受講料・申込方法 

全期【１００時間】：５５，０００円（税込） 各期【３２時間又は３４時間】：２２，０００円（税込） 

育成就労制度の施行に向けたモデル事業として 

「就労者のための日本語講座」を実施します 

※１ A2：文化庁が作成した「日本語教育の参照枠」において「全体的な尺度」として示されている日本語能力の熟達度

（６レベル）のうち、基礎段階の言語使用者のレベル 

※２ N4：国際交流基金と日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験（ＪＬＰＴ）のレベルのうち、基本的な日本語

を理解することができるレベル 



フォームから申し込み （https://forms.cloud.microsoft/r/RQWTzVeJLk） 

川崎市内に事業所を有する法人からの申し込みに限ります。（個人での申し込みは受け付けません）。 

１つの企業から複数人の受講者の申し込みも可能です。 

 

 

５ 対象者 

川崎市内の事業所で働く外国人従業員 定員２０人（先着順） 

（ひらがな・カタカナの読み書きができ、生活・就労の場で日本語での簡単なやり取りができる方）  

Ａ２レベルを目標としている技能実習や特定技能の方を想定しています。 

 

 

６ 申込期限 

第１期又は全期：令和８年８月４日（火）まで 

第２期：令和８年１０月６日（火）まで 

第３期：令和８年１２月２２日（火）まで 

定員を上回る申し込みがあった場合、締切日よりも早く受付を終了する場合があります。 

８月４日までに全期の定員を満たした場合には、第２期・第３期の募集は行いません。 

 

 

７ 講座実施者（事業受託者） 

一般財団法人日本国際協力センター ＪＩＣＥ日本語教育・就労支援センター 

 （就労のための課程を置く認定日本語教育機関） 

 

 

 

 

 

 

 
(問合せ先) 

川崎市川崎区役所まちづくり推進部企画課 成沢 

電話 ０４４-２０１-３２６１ （内線６１１２０） 

https://forms.cloud.microsoft/r/RQWTzVeJLk





